
国道４１号黒崎電線共同溝ＰＦＩ事業　実施方針等に係る質問への回答の訂正について（令和4年10月7日）

訂正前 訂正後

12 実施方針 13 第2章 6 (4)
工事企業の参加
資格要件

工事企業でＪＶを組成する場合、ＪＶのうち１社が
「同種工事の実績」を有していればよろしいでしょ
うか。

工事業務における参加要件として提出する実績
は、共同企業体の全ての構成員が同種工事実績
を有していなければなりません。

　工事業務における参加要件として提出する実
績は、経常建設共同企業体（経常JV）のいずれ
かの構成員が同種工事実績を有していれば、競
争参加資格が有るものとします。

回答
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内容


